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家庭訪問 －互いに心の距離を縮められる好機に－ 

 先月の教育課程説明会・保護者会、並びに学校公開にはお忙しいところ、多くの保護者の皆様にご来校いただ

き、誠にありがとうございました。学校公開では子供たちも恥ずかしさの中にもうれしさもあった様子でした。 

 この連休が明けて少し経ちますと家庭訪問が始まります。単級ではありますが、担任が代わることが多いこと

から、早い時期に直接対話できる機会が設けられている七小の教育計画に私も賛成で継続していきたいことです。

家庭訪問は、保護者の皆様に時間的制約やご負担をおかけすることから多くの学校が個人面談となっていますが、

どこからどのように通っているのか教員の児童理解の一つでもありますから小規模校の良い点と捉えたいです。 

５月の家庭訪問ですから、担任としての第一声は、「学年が一つ上がり、先生が代わって、この１ヶ月半のお子

さんの様子はいかがでしたか。」という場合が多いと思います。これは、保護者の方にとっても同様で、「先生、

学校での様子はどうでしょうか。」となることでしょう。そうした始まりから、保護者の方から学習面や生活面で、

これまでの成長してきた姿、保護者の方の願いや期待、不安や心配、健康面で担任が知っておいた方がよい情報

等をうかがったり、また、進級して間もないものの、担任から４月・５月のお子さんのがんばりや良いエピソー

ドをお伝えしたりすることで、保護者の方と担任との共通理解や相互理解を深める貴重な機会だと思っています。 

 保護者の方にとっては、わずか２０分のために仕事を休んだり、忙しいスケジュールを調整して時間をつくっ

たりするため、我が子のためと思っていても、「学校は仕事の大変さを分かってくれない」と思いがちですよね。

私も父親ですから、そのお気持ちは分かるつもりです。それでもいつの時代も親心は不変で、我が子の幸せな学

校生活を願っているはず。２０分でもお会いして、お互いの人柄に触れることは、保護者の方と担任との心の距

離を縮め、子供にもプラスになると信じています。またそうなるように学校や担任も努力しなければなりません。 

「家庭訪問を早い時期に」と思う理由がもう一つあります。それは、保護者の方は子供の言い分を通して学校

生活や担任について理解します。これは当然のことです。ところが、子供によっては、学校と家庭とでその様子

が異なることがあります。そのため、保護者の方に担任の方針や学校での様子を誤解されてしまい、そのままの

イメージで、何か連絡が必要になった際、電話だけのやり取りでは、些細なすれ違いが大事に至ってしまうとい

う経験があります。心の距離が縮められていれば、そうなる前に収束できたかもしれません。 

 家庭訪問は、子供についての話題が保護者の方と担任との間において双方向で行われることが理想です。担任

は家庭での子供の様子を理解し、担任の考えがどのように伝わっているかも推し量ることができます。今後、双

方で子供の成長のためにざっくばらんに伝え合い、信頼関係が構築されるきっかけになればと願っています。 

どうぞ家庭訪問の趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

 

学校の公式 WEBサイト 

https://www.city.ome.tokyo.jp/

school/daishichi-e/ 
 

１年生との対面式 

委員会の紹介 交通安全教室 



５月の予定 

日 曜 朝
会 

給
食 

学 校 行 事 等 

その他 

授業時数 

○中の数字は学年を、 
（ ）中の数字は時間を表します。 

１
年 

２
年 

３
年 

４
年 

５
年 

６
年 

１ 水 × ◎ ★  4 5 5 5 5 5 
2 木 M × 全校遠足（花木園）  全校お弁当持参デー  5 5 5 5 5 5 
3 金 × × 憲法記念日        
4 土 × × みどりの日        
5 日 × × こどもの日        
６ 月 × × 振替休日        
7 火 朝 ◎ 児童朝会  委員会  4 5 5 6 6 6 
8 水 × ◎ ★   4 5 5 5 5 5 
9 木 集 ◎ 児童集会  心臓検診①  成木小交流⑥     4 5 6 6 6 6 
10 金 M ◎ （全校遠足予備日）   4 5 6 6 6 6 
11 土 × ×         
12 日 × ×         
13 月 M ◎ 避難訓練  4 5 5 6 6 6 
14 火 朝 ◎ 児童朝会 クラブ    4 5 5 6 6 6 
15 水 × ◎ ★ PTA役員会 19:00～ 4 4 4 4 4 4 
16 木 M ◎ 尿検査二次  内科検診①～⑥    4 5 6 6 6 6 
17 金 × ◎ ★成木小交流⑥  4 5 6 6 6 6 
18 土 × ×         
19 日 × ×         
20 月 M ◎ クラブ  4 5 5 6 6 6 
21 火 朝 ◎ 児童朝会  劇団四季鑑賞⑥   4 5 5 6 6 6 
22 水 × ◎ ★ 歯科検診①～⑥  4 5 5 5 5 5 
23 木 × ◎ ★ 家庭訪問      4 4 4 4 4 6 

24 金 
M 
 

◎ 成木小交流⑥  日光保護者説明会⑥１４：３０～  4 5 6 6 6 6 

25 土 × ×         
26 日 × ×         
27 月 M ◎ 水泳指導日   4 5 5 6 6 6 
28 火 朝 ◎ 児童朝会  クラブ   4 5 5 6 6 6 
29 水 × ◎ ★ 家庭訪問 ＰTA運営委員会(書面) 4 4 4 4 4 5 
30 木 集 ◎ 児童集会  委員会  水道キャラバン④  4 5 5 6 6 6 

31 金 × ◎ ★ 家庭訪問  成木小交流⑥  4 4 4 4 4 6 

＊上に記した予定は、５月１日時点での状況です。あらかじめご承知おきください。 
 

 

 

＊放課後教室について 
水曜日の放課後に、４年生以上を対象にした「放課後学習」が今年度も実施される予定です。 

 基本的には、午後１時５０分から３時５０分までの２時間、開かれています。支援員の方が２名つき、主に宿
題などをしたり、プリント学習をしたりします。特に申し込みは必要ありませんが、参加される場合は、下校時
刻を各ご家庭でご確認ください。日程が決まりましたら、改めてご連絡いたします。 
 
＊教育相談室について 
 本校２階に、教育相談室を設置しています。スクールカウンセラーと相談を希望する児童の面談等に使用しま
す。また、保護者の方も学校生活や子育てのことなどでご心配・ご不安なことがありましたら、お気軽にご相談
ください。なお、その際は事前に学校にご連絡をいただき、予約を取っていただくようお願いいたします。 

＊教育法務相談員および心理相談員の配置 
 昨年度に引き続き、教育委員会内に、弁護士資格を有する「教育法務相談員」と、心理士資格を有する「心理
相談員」が週２日程度勤務しております。保護者の方も、いじめ問題等の御相談ができます。ただし教育法務相
談員につきましては、個別事案の御相談には応じられない場合があります。御希望の方は、学校を通してお申し
込みください。 
 
＊１５０周年 横断幕の移動 
 昨年度に、七小の屋上に掲示していた、１５０周年の横断幕ですが、５月中に、体育館のギャラリー
に場所を変えて掲示いたします。また、併せて、１５０周年を祝う「のぼり」についても、校舎内に場
所を移動して掲示いたします。ご承知おきください。 

 

★の印は特別時程で、下校が３５分程早まります。 

SCの記号は、スクールカウンセラー、ICTは、ICTサポーター、AETは外国語授業の講師の来校日です。 


